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大 臣 官 房 長
殿

各地方防衛局長

整備計画局長

（公印省略）

建設工事等の契約における電子契約の実施について（通知）

標記について、別紙のとおり定めたので通知する。

なお、建設工事及び建設コンサルタント業務等の契約における電子契約の実

施について（防整施第５２９１号。令和４年３月２５日）は、廃止する。

添付書類：別紙

写送付先：地方協力局長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、

統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、

防衛監察監、防衛装備庁長官



別紙

建設工事等における電子契約の実施について

（目的）

１ 従来の紙による契約の一連の手続と制度的に同じことをインターネットを

介して実施することで、場所や時間の制約を最小限として契約から請求まで

の業務が電子的に実現し、暗号化技術及び電子認証技術を用いインターネッ

ト利用における安全な電子契約の効率的な実施を実現することを可能とする

ため、電子契約の実施について必要な事項を定める。

（用語の定義）

２ 用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工

事及び建設工事に係る技術業務委託の契約等の事務処理要領について（防

整施（事）第１４４号。２８．３．３１）の別紙第２項に規定する技術業

務をいう。

(2) 電子契約システム

建設工事等における契約締結から支払請求までの一連の手続を受発注者

間で電子的に実施するためにデジタル庁が整備・運用等を担う政府共通シ

ステムをいう。

(3) 電子契約

契約の一連の手続を電子契約システムで行うことをいう。

（電子契約対象案件）

３ 電子契約対象案件は、原則として、内部部局、地方防衛局、地方防衛支局

（長崎防衛支局を除く。）及び名護防衛事務所が発注する全ての建設工事等

とする。

（入札公告等に係る周知）

４ 電子契約対象案件の入札公告又は手続開始の公示を行う際には、電子契約

対象案件である旨を受注希望企業に明示するため、入札公告又は手続開始の

公示に次のとおり記載するものとする。

なお、落札者から紙契約方式への変更について届出がある場合は、紙契約

方式変更届（別紙様式）の提出を求めるものとする。

工事（業務）概要への追記



(○)本工事（業務）は、契約の一連の手続を電子契約システムで行う工事

（業務）である。ただし、電子契約システムにより難い場合は、発注者

に届出のうえ紙契約方式に代えることができるものとする。

（電子契約システムへの登録書類）

５ 建設工事請負契約書について（防整施（事）第１４６号。２８.３.３１）、

設計等技術業務委託契約書について（防整施第６９３４号。２８.３.３１）

及び事業監理業務委託契約書について（防整施第６９３５号。２８.３.３

１）で定める契約書の条項に基づく契約関係書類は、原則電子契約システム

へ登録するものとする。ただし、契約担当官等が必要と認める場合にはこの

限りではない。



別紙様式

年 月 日

紙契約方式変更届

１．工事名（業務の名称）

２．電子契約システムでの契約ができない理由

標記案件について、上記理由により電子契約システムを利用できないため、

紙契約に変更させていただきたく届出いたします。

（契約担当官等の官職氏名） 殿

住 所

商号または名称

役 職

氏 名

電 話 番 号


